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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管理対象である物理量が所定の管理基準を満たすように、エネルギーを消費して上記物
理量を調節する調節装置について、消費エネルギーを評価するためのエネルギー評価装置
であって、
　上記調節装置の出力を変更させてから上記物理量が変化し始めるまでの時間と、上記調
節装置の出力を変更させた場合における上記物理量が変化し始めてからの上記物理量の変
化の速さとを記憶する記憶部と、
　上記物理量の測定値を取得する物理量取得部と、
　上記調節装置の消費エネルギーの因子となるエネルギー因子の値を取得するエネルギー
因子取得部と、
　外乱がないときの上記物理量の目標値を特定する物理量目標値特定部とを備え、
　上記物理量目標値特定部は、あらかじめ取得した上記エネルギー因子の変化に対する上
記物理量の変化の関係と、外乱に起因する想定される上記物理量の変化とに基づき、外乱
があった場合にも上記物理量が上記管理基準を外れることがないようにするための余裕分
を持った上記物理量の値を、上記物理量の目標値として特定し、
　上記物理量目標値特定部は、上記記憶部に記憶された上記時間と上記速さとに基づいて
算出した、上記調節装置の出力を変更させてからの上記物理量の変化の速さと、外乱に起
因する想定される上記物理量の変化の速さとが釣り合うまでの時間における上記物理量の
変化量を上記余裕分として算出することを特徴とするエネルギー評価装置。
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【請求項２】
　あらかじめ取得した上記エネルギー因子の変化に対する上記物理量の変化の関係に基づ
き、上記物理量の目標値に対応する上記エネルギー因子の目標値を特定するエネルギー因
子目標値特定部を備えることを特徴とする請求項１に記載のエネルギー評価装置。
【請求項３】
　上記物理量の測定値が上記物理量の目標値になるように、上記エネルギー因子を調節す
るエネルギー因子調節部を備えることを特徴とする請求項１に記載のエネルギー評価装置
。
【請求項４】
　上記エネルギー因子取得部が取得した上記エネルギー因子の値に対応する上記調節装置
の消費エネルギーと、上記エネルギー因子の目標値に対応する上記調節装置の消費エネル
ギーとの差を、削減可能なエネルギーとして特定する削減可能エネルギー特定部を備える
ことを特徴とする請求項２に記載のエネルギー評価装置。
【請求項５】
　外乱がない状態において、上記エネルギー因子を変化させて上記物理量の測定値の変化
を取得し、上記エネルギー因子の変化に対する上記物理量の変化の関係を特定する関係特
定部を備えることを特徴とする請求項１に記載のエネルギー評価装置。
【請求項６】
　上記エネルギー因子調節部は、上記物理量の測定値が上記物理量の目標値から変動する
と、上記物理量の変動を抑制するよう上記エネルギー因子を調節し、
　上記物理量目標値特定部は、あらかじめ取得した上記エネルギー因子の変化に対する上
記物理量の変化の関係と、外乱に起因する想定される上記物理量の変化とに基づき、想定
される最大の外乱があった場合に上記物理量が上記管理基準を満たすための最小限の余裕
分を持った上記物理量の値を、上記物理量の目標値として特定することを特徴とする請求
項３に記載のエネルギー評価装置。
【請求項７】
　１つの上記物理量に対して、上記物理量を調節する調節装置が複数あり、
　外乱がない状態において、上記エネルギー因子を変化させて上記物理量の測定値の変化
を取得し、上記複数の調節装置のうち、上記物理量をより少ない消費エネルギーで調節す
る上記調節装置を特定する調節装置特定部を備え、
　上記エネルギー因子調節部は、上記調節装置特定部が特定した上記調節装置のエネルギ
ー因子を、優先的に調節することを特徴とする請求項３に記載のエネルギー評価装置。
【請求項８】
　管理対象である物理量が所定の管理基準を満たすように、エネルギーを消費して上記物
理量を調節する調節装置について、消費エネルギーを評価するためのエネルギー評価方法
であって、
　上記調節装置の出力を変更させてから上記物理量が変化し始めるまでの時間と、上記調
節装置の出力を変更させた場合における上記物理量が変化し始めてからの上記物理量の変
化の速さとを保持しておき、
　上記物理量の測定値を取得する物理量取得ステップと、
　上記調節装置の消費エネルギーの因子となるエネルギー因子の値を取得するエネルギー
因子取得ステップと、
　外乱がないときの上記物理量の目標値を特定する物理量目標値特定ステップとを含み、
　上記物理量目標値特定ステップでは、あらかじめ取得した上記エネルギー因子の変化に
対する上記物理量の変化の関係と、外乱に起因する想定される上記物理量の変化とに基づ
き、外乱があった場合にも上記物理量が上記管理基準を外れることがないようにするため
の余裕分を持った上記物理量の値を、上記物理量の目標値として特定し、
　上記物理量目標値特定ステップでは、保持されている上記時間と上記速さとに基づいて
算出した、上記調節装置の出力を変更させてからの上記物理量の変化の速さと、外乱に起
因する想定される上記物理量の変化の速さとが釣り合うまでの時間における上記物理量の
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変化量を上記余裕分として算出することを特徴とするエネルギー評価方法。
【請求項９】
　管理対象である物理量が所定の管理基準を満たすように、エネルギーを消費して上記物
理量を調節する調節装置について、
　上記調節装置の出力を変更させてから上記物理量が変化し始めるまでの時間と、上記調
節装置の出力を変更させた場合における上記物理量が変化し始めてからの上記物理量の変
化の速さとを保持しておき、
　上記物理量の測定値を取得する物理量取得ステップと、
　上記調節装置の消費エネルギーの因子となるエネルギー因子の値を取得するエネルギー
因子取得ステップと、
　あらかじめ取得した上記エネルギー因子の変化に対する上記物理量の変化の関係と、外
乱に起因する想定される上記物理量の変化とに基づき、外乱があった場合にも上記物理量
が上記管理基準を外れることがないようにするための余裕分を持った上記物理量の値を、
外乱がないときの上記物理量の目標値として特定する物理量目標値特定ステップとをコン
ピュータに実行させ、
　上記物理量目標値特定ステップでは、保持されている上記時間と上記速さとに基づいて
算出した、上記調節装置の出力を変更させてからの上記物理量の変化の速さと、外乱に起
因する想定される上記物理量の変化の速さとが釣り合うまでの時間における上記物理量の
変化量を上記余裕分として算出することを特徴とする制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、品質管理基準を満たすために消費されるエネルギーを評価するまたは最適化
するエネルギー評価装置またはエネルギー評価方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境問題が取りざたされ、工場または家庭等における設備のエネルギー消費量を
削減することが重要事項となっている。そのために、工場または家庭等における設備の、
環境への影響を評価する方法が必要になってくる。例えば、情報通信サービスの利用形態
に起因する環境影響因子と環境負荷との因果関係を評価する方法として、例えば特許文献
１の技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－０６５５５７号公報（２００６年３月９日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば、生産設備が物品の製造を行う場合、物品の品質および歩留まりを高めるために
、要求される環境等の条件がある。要求される条件とは、例えば、生産設備が配置された
クリーンルーム内の粒子濃度を所定の濃度以下に保つ、加工設備の周囲の気温を所定の温
度以下に保つ、または、溶接設備に供給される冷却水の排水が所定の温度以下になるよう
に冷却水を溶接設備に供給する等の条件である。これらの条件は、設備の仕様として決め
られている場合もあれば、設備の使用者が個々に設定する場合もある。
【０００５】
　上記クリーンルームの例では、粒子濃度が、生産する物品の品質を保つために管理対象
となる因子（品質管理因子）となる。また、上記加工設備の例では、加工設備の周囲の気
温が、上記溶接設備の例では、冷却水の排水温度が、それぞれ品質管理因子である。
【０００６】
　また、物品等の品質を管理するために設備に関して設定される、品質管理因子が満たす



(4) JP 5287811 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

べき条件が、品質管理基準である。上記クリーンルームの例では、例えば粒子濃度が１０
０個／ｍ３以下という条件が品質管理基準である。また、上記溶接設備の例では、例えば
冷却水の排水温度が３０℃以下という条件が品質管理基準である。
【０００７】
　生産現場では、これら品質管理因子が、品質管理基準を満たすように、品質管理因子を
制御する。そして、品質管理因子を制御するために、エネルギーが消費される。例えば、
上記クリーンルームの場合であれば、クリーンルーム内を浮遊する微粒子をエアフィルタ
ーで集塵するために、空気調節器がクリーンルーム内の空気を循環させるために電力エネ
ルギーを消費する。また、上記加工設備の場合、加工設備の周囲の気温を下げるために、
空気調節器が電力エネルギーを消費する。また、上記溶接設備の場合、溶接設備に供給さ
れる冷却水の温度を下げ、冷却水を循環させるために、冷却装置がエネルギーを消費する
。
【０００８】
　ここで、設備に関して設定される品質管理基準は、種々の外乱等を考慮して余裕（バッ
ファ）を持たせて設定される場合がほとんどである。例えば、上記クリーンルームの場合
であれば、クリーンルーム内に外から作業員が入ってきた場合、作業員と共に微粒子もク
リーンルーム内に入りうる。そのため、一時的にクリーンルーム内の粒子濃度が上昇する
ことはよくある。そのような場合にも、クリーンルーム内の粒子濃度が品質管理基準を外
れないように、外乱のない安定時においては、粒子濃度は限界値（例えば１００個／ｍ３

）より余裕を持ったレベル（例えば５０個／ｍ３）に維持される。ただし、多くの場合、
どれぐらいの余裕を持たせるかは経験等から判断されてきた。そのため、品質管理因子（
粒子濃度、または冷却水排水温度等）を余裕を持ったレベルに維持するために費やされる
（空気調節器、または冷却装置等の）エネルギーは、余裕をみて過剰に費やされることに
なる。それゆえ、品質管理因子または品質管理因子を制御・維持するために費やされるエ
ネルギーの適切な余裕分を判断・評価することが重要になる。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１の技術は、情報通信サービスに関連する環境負荷を評価する
技術であり、工場等における設備のエネルギー消費量を評価することはできない。
【００１０】
　消費エネルギーの余裕分について、溶接装置に冷却水を循環させる場合を例にとって説
明する。図８は、溶接装置の冷却水の排水水温の時間変化を示す図である。ここで、冷却
水の排水水温は、３０℃以下に維持されるという品質管理基準があるとする。循環する冷
却水を冷却・循環させるためにエネルギーを消費する。図８に示す例では、安定時におい
ては冷却水の排水水温は約１５℃に保たれ、溶接装置の稼動時には排水水温は２３℃～２
５℃まで上昇する。図８に、斜線のハッチングで示す領域は、いかなる場合でも品質管理
基準を満たすために設けられた余裕分（バッファ）を示すものであり、外乱に備えて過剰
に消費されるエネルギーに対応する。このバッファが大きすぎることは、無駄にエネルギ
ーを消費していることを意味する。
【００１１】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、品質管理因子また
は品質管理因子を制御・維持するために費やされるエネルギーの適切な余裕分を判断・評
価する評価装置を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係るエネルギー評価装置は、管理対象である物理量が所定の管理基準を満たす
ように、エネルギーを消費して上記物理量を調節する調節装置について、消費エネルギー
を評価するためのエネルギー評価装置であって、上記の課題を解決するために、上記物理
量の測定値を取得する物理量取得部と、上記調節装置の消費エネルギーの因子となるエネ
ルギー因子の値を取得するエネルギー因子取得部と、あらかじめ取得した上記エネルギー
因子の変化に対する上記物理量の変化の関係に基づき、上記物理量が上記管理基準を満た



(5) JP 5287811 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

す限界値になるように上記調節装置を動作させるときの、上記エネルギー因子の値を上記
エネルギー因子の限界値として特定する限界値特定部と、上記エネルギー因子取得部が取
得した上記エネルギー因子の値に対応する上記調節装置の消費エネルギーと、上記エネル
ギー因子の限界値に対応する上記調節装置の消費エネルギーとの差を、過剰エネルギーと
して特定する過剰エネルギー特定部とを備えることを特徴としている。
【００１３】
　本発明に係るエネルギー評価方法は、管理対象である物理量が所定の管理基準を満たす
ように、エネルギーを消費して上記物理量を調節する調節装置について、消費エネルギー
を評価するためのエネルギー評価方法であって、上記の課題を解決するために、上記物理
量の測定値を取得する物理量取得ステップと、上記調節装置の消費エネルギーの因子とな
るエネルギー因子の値を取得するエネルギー因子取得ステップと、あらかじめ取得した上
記エネルギー因子の変化に対する上記物理量の変化の関係に基づき、上記物理量が上記管
理基準を満たす限界値になるように上記調節装置を動作させるときの、上記エネルギー因
子の値を上記エネルギー因子の限界値として特定する限界値特定ステップと、上記エネル
ギー因子取得ステップにて取得した上記エネルギー因子の値に対応する上記調節装置の消
費エネルギーと、上記エネルギー因子の限界値に対応する上記調節装置の消費エネルギー
との差を、過剰エネルギーとして特定する過剰エネルギー特定ステップとを含むことを特
徴としている。
【００１４】
　上記の構成によれば、現在の上記エネルギー因子の値に対応する上記調節装置の消費エ
ネルギーと、上記エネルギー因子の限界値に対応する上記調節装置の消費エネルギーとの
差を、過剰エネルギーとして特定することができる。この過剰エネルギーは、外乱がある
場合にも管理対象である物理量が品質基準を満たすために設けられている消費エネルギー
の余裕分と考えられる。そのため、余裕分のためにどれだけのエネルギーが消費されてい
るかを特定することができる。
【００１５】
　また、求めた上記過剰エネルギーを利用者に提示する提示部を備える構成であってもよ
い。
【００１６】
　上記の構成によれば、利用者はエネルギー評価装置が特定した過剰エネルギーを確認す
ることができる。よって、利用者は、余裕分のためにどれだけのエネルギーが消費されて
いるかを認識することができ、エネルギー削減を図るための情報として利用することがで
きる。
【００１７】
　本発明に係るエネルギー評価装置は、管理対象である物理量が所定の管理基準を満たす
ように、エネルギーを消費して上記物理量を調節する調節装置について、消費エネルギー
を評価するためのエネルギー評価装置であって、上記の課題を解決するために、上記物理
量の測定値を取得する物理量取得部と、上記調節装置の消費エネルギーの因子となるエネ
ルギー因子の値を取得するエネルギー因子取得部と、外乱がないときの上記物理量の目標
値を特定する物理量目標値特定部とを備え、上記物理量目標値特定部は、あらかじめ取得
した上記エネルギー因子の変化に対する上記物理量の変化の関係と、外乱に起因する想定
される上記物理量の変化とに基づき、外乱があった場合にも上記物理量が上記管理基準を
外れることがないようにするための余裕分を持った上記物理量の値を、上記物理量の目標
値として特定することを特徴としている。
【００１８】
　本発明に係るエネルギー評価方法は、管理対象である物理量が所定の管理基準を満たす
ように、エネルギーを消費して上記物理量を調節する調節装置について、消費エネルギー
を評価するためのエネルギー評価方法であって、上記の課題を解決するために、上記物理
量の測定値を取得する物理量取得ステップと、上記調節装置の消費エネルギーの因子とな
るエネルギー因子の値を取得するエネルギー因子取得ステップと、外乱がないときの上記
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物理量の目標値を特定する物理量目標値特定ステップとを含み、上記物理量目標値特定ス
テップでは、あらかじめ取得した上記エネルギー因子の変化に対する上記物理量の変化の
関係と、外乱に起因する想定される上記物理量の変化とに基づき、外乱があった場合にも
上記物理量が上記管理基準を外れることがないようにするための余裕分を持った上記物理
量の値を、上記物理量の目標値として特定することを特徴としている。
【００１９】
　上記の構成によれば、あらかじめ取得した上記エネルギー因子の変化に対する上記物理
量の変化の関係と、外乱に起因する想定される上記物理量の変化とに基づき、上記物理量
の目標値を特定することができる。よって、外乱がある場合にも管理対象である物理量が
品質基準を満たすための適切な上記物理量の目標値を得ることができる。そのため、品質
基準を満たしながら、調節装置の消費エネルギーを削減することができる。
【００２０】
　また、あらかじめ取得した上記エネルギー因子の変化に対する上記物理量の変化の関係
に基づき、上記物理量の目標値に対応する上記エネルギー因子の目標値を特定するエネル
ギー因子目標値特定部を備える構成であってもよい。
【００２１】
　上記の構成によれば、上記物理量を目標値に調節するために、調節装置のエネルギー因
子をどの値に調節すればよいのかが分かる。よって、上記エネルギー因子を目標値に調節
することにより、上記物理量を目標値に調節することができる。
【００２２】
　また、上記物理量の測定値が上記物理量の目標値になるように、上記エネルギー因子を
調節するエネルギー因子調節部を備える構成であってもよい。
【００２３】
　上記の構成によれば、エネルギー因子を制御し、上記物理量を目標値に調節することが
できる。よって、品質基準を満たしながら、調節装置の消費エネルギーを削減することが
できる。
【００２４】
　また、上記エネルギー因子取得部が取得した上記エネルギー因子の値に対応する上記調
節装置の消費エネルギーと、上記エネルギー因子の目標値に対応する上記調節装置の消費
エネルギーとの差を、削減可能なエネルギーとして特定する削減可能エネルギー特定部を
備える構成であってもよい。
【００２５】
　上記の構成によれば、削減可能なエネルギーは、管理基準を満たしながら削減すること
ができる消費エネルギーの余裕分に相当する。よって、不必要な消費エネルギーの余裕分
を特定することができる。
【００２６】
　求めた上記削減可能なエネルギーを利用者に提示する提示部を備える構成であってもよ
い。
【００２７】
　上記の構成によれば、利用者は不必要で削減可能な消費エネルギーを認識することがで
き、エネルギー削減を図るための情報として利用することができる。
【００２８】
　また、外乱がない状態において、上記エネルギー因子を変化させて上記物理量の測定値
の変化を取得し、上記エネルギー因子の変化に対する上記物理量の変化の関係を特定する
関係特定部を備える構成であってもよい。
【００２９】
　上記の構成によれば、あらかじめ外乱がない状態において、上記エネルギー因子を変化
させて上記物理量の測定値の変化を取得することにより、上記エネルギー因子の変化に対
する上記物理量の変化の関係を特定することができる。
【００３０】
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　また、上記エネルギー因子調節部は、上記物理量の測定値が上記物理量の目標値から変
動すると、上記物理量の変動を抑制するよう上記エネルギー因子を調節し、上記物理量目
標値特定部は、あらかじめ取得した上記エネルギー因子の変化に対する上記物理量の変化
の関係と、外乱に起因する想定される上記物理量の変化とに基づき、想定される最大の外
乱があった場合に上記物理量が上記管理基準を満たすための最小限の余裕分を持った上記
物理量の値を、上記物理量の目標値として特定する構成であってもよい。
【００３１】
　上記の構成によれば、想定される最大の外乱がある場合にも管理対象である物理量が品
質基準を満たすための最小限の余裕を持つ上記物理量の目標値を得ることができる。その
ため、品質基準を満たしながら、調節装置の消費エネルギーを削減することができる。
【００３２】
　また、１つの上記物理量に対して、上記物理量を調節する調節装置が複数あり、外乱が
ない状態において、上記エネルギー因子を変化させて上記物理量の測定値の変化を取得し
、上記複数の調節装置のうち、上記物理量をより少ない消費エネルギーで調節する上記調
節装置を特定する調節装置特定部を備え、上記エネルギー因子調節部は、上記調節装置特
定部が特定した上記調節装置のエネルギー因子を、優先的に調節する構成であってもよい
。
【００３３】
　上記の構成によれば、上記物理量をより少ない消費エネルギーで調節することができる
調節装置を特定し、そのエネルギー効率のよい調節装置のエネルギー因子を優先的に調節
することができる。そのため、調節装置および対応するエネルギー因子が複数ある場合に
、より消費エネルギーを削減することができる。
【００３４】
　なお、上記エネルギー評価装置は、一部をコンピュータによって実現してもよく、この
場合には、コンピュータを上記各部として動作させる制御プログラム、および上記制御プ
ログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【発明の効果】
【００３５】
　以上のように本発明によれば、現在の上記エネルギー因子の値に対応する上記調節装置
の消費エネルギーと、上記エネルギー因子の限界値に対応する上記調節装置の消費エネル
ギーとの差を、過剰エネルギーとして求めることができる。そのため、余裕分のためにど
れだけのエネルギーが消費されているかを特定することができる。
【００３６】
　また、本発明によれば、外乱がある場合にも管理対象である物理量が品質基準を満たす
ための適切な上記物理量の目標値を得ることができる。そのため、品質基準を満たしなが
ら、調節装置の消費エネルギーを削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態に係るエネルギー評価装置を含む、気温調節システムの機能
的構成を示すブロック図である。
【図２】上記エネルギー評価装置の処理フローを示す図である。
【図３】風量の変化と気温の変化との関係を示すグラフである。
【図４】本発明の他の実施形態に係るエネルギー評価装置を含む、溶接装置冷却システム
の概略構成を示す図である。
【図５】上記エネルギー評価装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図６】本発明のさらに他の実施形態に係るエネルギー評価装置を含む、溶接装置冷却シ
ステムの概略構成を示す図である。
【図７】上記エネルギー評価装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図８】溶接装置の冷却水の排水水温の時間変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００３８】
　［実施形態１］
　以下、本発明の実施形態について、図１～図３を参照して詳細に説明する。
【００３９】
　＜気温調節システムの構成＞
　本実施形態では、空気調節器によって部屋内の気温を所定の基準値以上に維持する場合
について説明する。図１は、空気調節器とエネルギー評価装置とを含む、気温調節システ
ム１の機能的構成を示すブロック図である。
【００４０】
　気温調節システム１は、空気調節器（調節装置）２、気温測定装置３、エネルギー評価
装置４、および、表示装置１６を備える。空気調節器２、気温測定装置３、および表示装
置１６は、それぞれエネルギー評価装置４と互いに通信可能に接続されている。
【００４１】
　空気調節器２は、風量測定部５を備える。空気調節器２は、暖房能力を有し、一定の温
度に暖められた空気を部屋内に供給することにより、部屋内の気温を上げるよう動作する
。なお、部屋内の気温の維持すべき所定の基準値は、外気温より高いものとする。よって
、単位時間当たりに空気調節器２によって供給される空気の量が多ければ、部屋内の気温
はより高くなり、単位時間当たりに空気調節器２によって供給される空気の量が少なけれ
ば、部屋内の気温はより低くなる。本実施形態において、部屋内の気温は２０℃以上に維
持する、という品質管理基準が設けられているものとする。ここで、品質管理因子は気温
であり、品質管理因子が品質管理基準を満たす限界値である「２０℃」を品質管理基準の
限界値と表現する。なお、気温を２０℃以上３０℃以下の範囲に維持するという品質管理
基準であれば、限界値は、暖房エネルギーを節約できる方である「２０℃」の方を指す。
【００４２】
　風量測定部５は、空気調節器２が単位時間当たりに供給する空気の量（風量）を測定す
る。空気調節器２は、一定の温度に暖められた空気を、風量を調節して供給する。よって
、空気調節器２の風量は、空気調節器２が消費するエネルギーと密接に関連しており、か
つ、部屋内の気温（品質管理因子）を調節するために調節される因子である。品質管理因
子となる物理量（気温）を調節するために調節される因子（風量）であり、かつ、品質管
理因子を調節する装置のエネルギー消費に密接に関連している因子（風量）を、エネルギ
ー因子と表現する。風量測定部５は、空気調節器２の出力として風量を測定することによ
り、空気調節器２の消費するエネルギーを間接的に測定する。風量測定部５は、風量測定
値をエネルギー評価装置４に出力する。
【００４３】
　気温測定装置３は、部屋内の気温を測定し、気温測定値をエネルギー評価装置４に出力
する。気温測定装置３は、部屋内に複数設けられてもよく、複数の測定値の平均を、気温
測定値としてエネルギー評価装置４に出力してもよい。
【００４４】
　なお、気温測定装置３および風量測定部５は、エネルギー評価装置４に備えられていて
もよい。
【００４５】
　エネルギー評価装置４は、気温取得部（物理量取得部）６、風量取得部（エネルギー因
子取得部）７、風量限界値特定部（限界値特定部）８、過剰エネルギー特定部（削減可能
エネルギー特定部）９、表示制御部（提示部）１０、記憶部１１、性能特定部（関係特定
部）１２、気温目標値特定部（物理量目標値特定部）１３、風量目標値特定部（エネルギ
ー因子目標値特定部）１４、および、風量制御部（エネルギー因子調節部）１５を備える
。
【００４６】
　気温取得部６は、気温測定装置３から気温測定値を取得し、風量限界値特定部８に出力
する。風量取得部７は、空気調節器２の風量測定部５から風量測定値を取得し、風量限界
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値特定部８に出力する。
【００４７】
　風量限界値特定部８は、気温が品質管理基準の限界値（２０℃）になるときの風量を特
定し、気温が品質管理基準の限界値になるときの風量を過剰エネルギー特定部９に出力す
る。
【００４８】
　過剰エネルギー特定部９は、現在の風量に対応する空気調節器２の消費エネルギーを特
定し、気温が品質管理基準値の限界値であるときの風量に対応する空気調節器２の消費エ
ネルギーを特定する。過剰エネルギー特定部９は、現在の風量に対応する空気調節器２の
消費エネルギーと、気温が品質管理基準値の限界値であるときの風量に対応する空気調節
器２の消費エネルギーとを表示制御部１０に出力する。
【００４９】
　表示制御部１０は、外部の表示装置１６の表示の制御を行う。なお、エネルギー評価装
置４は、表示装置１６を含む構成であってもよい。
【００５０】
　記憶部１１は、取得された気温測定値、および風量測定値を記憶する。また、記憶部１
１は、種々のデータを記憶する。
【００５１】
　性能特定部１２は、空気調節器２の即応性および追従性を特定する。具体的な処理は後
述する。特定した即応性および追従性は、記憶部１１に記憶させる。
【００５２】
　気温目標値特定部１３は、安定状態において維持すべき気温の目標値を特定し、気温の
目標値を風量目標値特定部１４および表示制御部１０に出力する。
【００５３】
　風量目標値特定部１４は、気温の目標値に対応する空気調節器２の風量を特定し、風量
の目標値として風量制御部１５および表示制御部１０に出力する。
【００５４】
　風量制御部１５は、空気調節器２の風量を制御する。
【００５５】
　＜エネルギー評価装置の処理＞
　以下に、エネルギー評価装置４の各部の処理について、詳細に説明する。図２は、エネ
ルギー評価装置４の処理フローを示す図である。
【００５６】
　気温取得部６は、気温測定装置３から気温測定値を取得する（Ｓ１）。風量取得部７は
、空気調節器２の風量測定部５から風量測定値を取得する（Ｓ２）。
【００５７】
　空気調節器２の暖房風量を少なくすると、気温は低くなり、風量を多くすると、気温は
高くなる。ここで、空気調節器２が運転状態にある場合の気温の領域では、通常、風量と
気温の関係はリニアの関係にあると想定できる。すなわち、風量の変化に対する気温の変
化は、直線的に表すことができると仮定できる。そして、安定状態（定常状態）における
エネルギー因子と品質管理因子との関係は、事前にエネルギー因子（風量）を様々に変え
て、品質管理因子（気温）が安定した時点での品質管理因子の値を記録することにより、
取得することができる。安定状態とは、外乱のない、通常想定される使用状態である。こ
のように、エネルギー評価装置４は、あらかじめエネルギー因子の変化と品質管理因子の
変化との関係を取得し、エネルギー因子と品質管理因子との関係を例えばテーブルデータ
として記憶部１１に記憶している。なお、エネルギー因子と品質管理因子との関係を示す
データは、テーブルデータに限らず、関係を表す数式のデータ等であってもよい。また、
エネルギー因子と品質管理因子との関係を示すデータは、あらかじめ外部からエネルギー
評価装置４に与えられてもよい。
【００５８】
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　風量限界値特定部８は、気温が品質管理基準の限界値（２０℃）になるときの風量を推
定（特定）する（Ｓ３）。ここで、風量の変化と気温の変化とは直線的な関係にあるので
、気温および風量の測定値から、気温が品質管理基準の限界値（２０℃）になるときの風
量（すなわち、消費エネルギーを低減できる風量の限界値）を推定することができる。
【００５９】
　図３は、風量の変化と気温の変化との関係を示すグラフである。例えば、気温測定装置
３および風量測定部５での事前の測定において、点Ａの風量ｘａと気温ｙａ、および点Ｂ
の風量ｘｂと気温ｙｂが測定されたとする。なお、点Ａおよび点Ｂの測定は信頼できる測
定値である、すなわち、複数回の測定において、点Ａと点Ｂとは統計的に測定点が集中す
る点である。点Ｃは、気温取得部６および風量取得部７が取得した現在の気温ｙｃおよび
風量ｘｃを示す点である。本実施形態では、風量の変化と気温の変化とは直線的な関係に
あると想定できる。点Ｃは、あらかじめ測定された点Ａおよび点Ｂの測定値と、風量の変
化および気温の変化の直線的な関係とから求められる直線の上にほぼ位置する。よって、
現在の部屋の気温は安定状態にあると判断できる。それゆえ、部屋の気温が限界値である
品質管理基準値の限界値（２０℃）になるときの風量ｘｄを、求めた直線に基づいて、特
定することができる。気温が品質管理基準値の限界値であるときの気温と風量とを示すの
が点Ｄである。このように、風量限界値特定部８は、あらかじめ風量を変えて複数回測定
した気温と風量との関係から、気温が品質管理基準値の限界値であるときの風量ｘｄを特
定することができる。求めた風量ｘｄは、品質管理基準を満たしながら下げられる（節約
できる）限界の風量に相当する。
【００６０】
　過剰エネルギー特定部９は、現在の風量ｘｃに対応する空気調節器２の消費エネルギー
を特定し、気温が品質管理基準値の限界値であるときの風量ｘｄに対応する空気調節器２
の消費エネルギーを特定する。現在の風量ｘｃに対応する空気調節器２の消費エネルギー
とは、風量がｘｃである場合の空気調節器２の消費電力である。エネルギー評価装置４は
、空気調節器２における風量と消費電力との関係を示すデータを記憶部１１にあらかじめ
記憶している。風量と消費電力との関係を示すデータは、例えばテーブルデータでもよい
し、数式を示すデータであってもよい。過剰エネルギー特定部９は、記憶部１１に記憶さ
れている風量と消費電力との関係を示すデータに基づき、風量がｘｃである場合の空気調
節器２の消費電力を特定する。同様にして、過剰エネルギー特定部９は、記憶部１１に記
憶されている風量と消費電力との関係を示すデータに基づき、風量がｘｄである場合の空
気調節器２の消費電力を特定する。現在の風量の測定値である風量ｘｃが、外乱に備えて
余裕分（バッファ）を持ったものになっている場合、風量ｘｃに対応する消費電力も、余
裕分のために過剰に大きいものになっている。そのため、風量ｘｃに対応する消費電力と
、気温が品質管理基準値の限界値になるときの風量ｘｄに対応する消費電力との差は、バ
ッファのために過剰に消費されているエネルギーということができる。過剰エネルギー特
定部９は、風量ｘｃに対応する消費電力と、気温が品質管理基準値の限界値になるときの
風量ｘｄに対応する消費電力との差を、過剰エネルギーとして求める（Ｓ４）。過剰エネ
ルギーは、品質管理基準を満たすために消費エネルギーに設けられたバッファということ
ができる。
【００６１】
　表示制御部１０は、求められた過剰エネルギーを表示装置１６に表示（提示）させる制
御を行う（Ｓ５）。なお、表示制御部１０は、現在の消費エネルギーおよび気温が品質管
理基準値の限界値になるときの消費エネルギーを、表示装置１６に表示させてもよい。利
用者は表示装置１６に表示された過剰エネルギーを確認することで、消費エネルギーのバ
ッファがどれだけ多いか、どれだけのエネルギーが過剰に消費されているかを認識するこ
とができる。
【００６２】
　ただし、通常は、エネルギーの節約のために過剰エネルギーの全てを削減することはで
きない。過剰エネルギーの全てを削減すると、安定状態においては気温は品質管理基準を



(11) JP 5287811 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

満たす限界値の２０℃に維持される。しかしながら、この場合、部屋の扉を開けて外部か
ら部屋に人・物等が入る等の外乱があると、気温は２０℃を下回り、品質管理基準を満た
さなくなる。生産現場等で常に品質管理基準を満たすことが求められる状況では、品質管
理基準の限界値に対してある程度の余裕分（バッファ）を設けることが必要になる。エネ
ルギー評価装置４は、消費エネルギーのバッファのうち、削減可能なエネルギーを特定し
、それを削減するよう空気調節器２を制御する。以下にその処理について説明する。
【００６３】
　削減可能なエネルギーを特定するためには、安定状態における気温をどこまで品質管理
基準の限界値に近づけてもよいかを決定する必要がある。外乱等によって気温が下降し始
めた場合、気温を品質管理基準の限界値以上に維持するために、空気調節器２の暖房の風
量を上げる。しかしながら、安定状態における元々の気温が限界値に近ければ、外乱によ
って一時的に気温が限界値未満になってしまう。そのため、安定状態においてできる限り
エネルギーを節約しながら、十分な余裕を持った温度を、安定状態における気温の目標値
にする必要がある。
【００６４】
　安定状態における気温の目標値は、空気調節器２の即応性と追従性とに基づいて設定で
きる。空気調節器２は、外乱等による部屋の気温の変動（下降）を検知すると、風量を多
くして気温を上昇させようと動作する。即応性は、空気調節器２の出力の変化（上昇）に
より、品質管理因子である気温（気温測定値）に変化が現れるまでの時間を表す。すなわ
ち、安定状態において空気調節器２の風量が増加してから１秒後に気温の測定値が上昇し
始めた場合、即応性は「１秒」ということができる。追従性は、空気調節器２の出力を最
大にする場合に、品質管理因子が変動し始めてからの品質管理因子の変化の速さを表す。
すなわち、安定状態において空気調節器２が気温を１秒（ｓ）間に０．５℃上昇させるこ
とができる場合、追従性は「０．５［℃／ｓ］」ということができる。この場合、即応性
を１［ｓ］とすると、空気調節器２によるｔ秒後（ｔ≧１）の気温上昇量は、０．５［℃
／ｓ］×（ｔ［ｓ］－１［ｓ］）になる。
【００６５】
　また、空気調節器２の出力の変化自体が時間の関数になる場合がある。例えば、空気調
節器２の出力を変化させる場合の、出力の変化の度合いが１００Ｗ／ｓであり、空気調節
器２の１Ｗの出力で、１秒間当たりに気温を０．００５℃上昇させることができる場合、
追従性は、以下となる。
【００６６】
　（１００［Ｗ／ｓ］）×（０．００５［℃／Ｗ・ｓ］）＝０．５［℃／ｓ２］
　この場合、即応性を１［ｓ］とすると、空気調節器２は、ｔ秒後（ｔ≧１）には気温を
０．５［℃／ｓ２］×（ｔ［ｓ］－１［ｓ］）の速度で上昇させることができる。空気調
節器２によるｔ秒後（ｔ≧１）の気温上昇量は、次式で表せる。
【００６７】
【数１】

【００６８】
この例では、追従性は加速度的であり、気温は時間ｔの２次関数で変化するが、実際の空
気調節器２の出力には上限（例えば１０００Ｗ）がある。そのため、出力の変化自体が時
間の関数になる。
【００６９】
　そして、空気調節器２の出力が一定の時に、外乱等により気温が最大でどの程度変動す
るかが分かれば、安定状態において維持すべき気温の目標値を決定することができる。例
えば、外乱等により、最大で気温が一定の速度２［℃／ｓ］で下降するとする。すなわち
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、気温が１［ｓ］で２℃下降する。外乱による気温の下降速度２［℃／ｓ］と、空気調節
器２の動作による気温の上昇速度０．５［℃／ｓ２］×（ｔ［ｓ］－１［ｓ］）とが釣り
合うのは、５秒後である。よって、外乱があってから５秒間の間の気温低下量を余裕分（
バッファ）とすればよい。部屋の気温が最も低下するのは外乱があってから５秒後である
。外乱があってからｔ秒後（ｔ≧１）の気温低下量は、次式で表すことができる。
【００７０】
【数２】

【００７１】
よって、５秒後の気温低下量は、－６℃となる。それゆえ、品質管理基準の限界値２０℃
より６℃高い２６℃を、安定状態における気温の目標値として管理すれば、外乱等があっ
た場合でも、気温が常に品質管理基準を満たすように空気調節器２を動作させることがで
きる。よって、安定状態において気温を３０℃に維持するよう動作している空気調節器２
があれば、気温の目標値を２６℃まで低下させて動作させることにより、その差分に対応
する風量の消費エネルギーを削減することができる。このようにして求められた気温の目
標値は、外乱があった場合にも気温が品質管理基準を満たすという条件において、最も空
気調節器２の消費エネルギーを低減することができるものである。
【００７２】
　性能特定部１２は、空気調節器２の即応性および追従性を特定する。具体的には、性能
特定部１２は、外乱のない安定状態において、空気調節器２の出力を最大に変更させてか
ら品質管理因子（気温）が変化し始めるまでの時間をあらかじめ測定し、即応性として記
憶部１１に記憶させる。また、性能特定部１２は、空気調節器２の出力を最大に変更した
場合に、品質管理因子（気温）が変動し始めてからの品質管理因子の時間変化を測定し、
追従性として記憶部１１に記憶させる。即応性および追従性は、エネルギー因子（風量）
の変化に対する品質管理因子（気温）の変化の関係を示す量である。なお、即応性および
追従性については、公開されている空気調節器２のスペックに基づいて、利用者が性能特
定部１２に入力してもよい。また、性能特定部１２は、想定される外乱があった場合に、
品質管理因子（気温）が最大でどの程度（どれぐらいの速度で）変化するのかをあらかじ
め測定し、品質管理因子の最大変化度合いとして記憶部１１に記憶させる。なお、即応性
、追従性、および品質管理因子の最大変化度合いについては、別に用意した同様の環境で
あらかじめ測定し、エネルギー評価装置４の記憶部１１に記憶させていてもよい。
【００７３】
　気温目標値特定部１３は、安定状態において維持すべき気温の目標値を特定する（Ｓ６
）。上述したように、安定状態において維持すべき気温の目標値は、外乱がある場合でも
品質管理因子である気温が品質管理基準を常に満たすために、品質管理基準の限界値に対
してバッファを持った値に設定される。具体的には、気温目標値特定部１３は、記憶部１
１に記憶されている即応性、追従性、および品質管理因子の最大変化度合いに基づいて、
気温の目標値を求める。上述の例の場合、気温目標値特定部１３は、２６℃を気温の目標
値として特定する。
【００７４】
　風量目標値特定部１４は、気温目標値特定部１３が特定した気温の目標値に対応する空
気調節器２の出力（風量）を特定する（Ｓ７）。風量目標値特定部１４は、風量限界値特
定部８と同様に、あらかじめ測定された風量の変化と気温の変化との関係に基づき、部屋
の気温を目標値にする風量を求め、風量の目標値として特定する。
【００７５】
　また、過剰エネルギー特定部９は、記憶部１１に記憶されている風量と消費電力との関
係を示すデータに基づき、風量の目標値に対応する空気調節器２の消費エネルギーを特定
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する。過剰エネルギー特定部９は、風量の目標値に対応する空気調節器２の消費エネルギ
ーと現在の風量測定値に対応する空気調節器２の消費エネルギーとの差を、削減可能なエ
ネルギーとして特定する。なお、風量と消費エネルギーがリニアな関係にある場合は、過
剰エネルギー特定部９は、風量の目標値と、現在の風量測定値との差を求め、この風量の
差に相当する消費エネルギーを削減可能なエネルギーとして求めてもよい。
【００７６】
　風量制御部１５は、空気調節器２の風量が、風量目標値特定部１４が特定した風量の目
標値になるよう空気調節器２を制御する（Ｓ８）。これにより、部屋の気温を気温の目標
値である２６℃にし、削減可能なエネルギーを削減することができる。なお、風量制御部
１５は、空気調節器２の風量を徐々に変化（低下）させ、気温の測定値が気温の目標値に
なるまで、風量を変化させてもよい。
【００７７】
　なお、気温取得部６が気温の急激な変化（気温が目標値より低くなること）を測定した
場合、風量制御部１５は、空気調節器２の風量を最大にし、外乱等に起因すると考えられ
る気温の低下を抑制する。これにより、エネルギー評価装置４は、部屋の気温が常に品質
管理基準を満たすように空気調節器２を制御し、かつ、外乱に備えた空気調節器２の消費
エネルギーのバッファを必要最小限に抑えることができる。
【００７８】
　＜その他の変形例＞
　なお、表示制御部１０は、気温目標値特定部１３が特定した気温の目標値を表示装置１
６に表示させてもよい。また、表示制御部１０は、風量の目標値を表示装置１６に表示さ
せてもよい。品質管理基準を満たしつつ、消費エネルギーを低減することができる気温の
目標値または風量の目標値を利用者に提示することで、利用者は空気調節器２を適切な出
力で動作するよう設定することができる。また、表示制御部１０は、過剰エネルギー特定
部９が求めた削減可能なエネルギーを表示装置１６に表示させてもよい。削減可能なエネ
ルギーを利用者に提示することで、どの程度のエネルギーが過剰に消費されているのかを
利用者が認識することができる。
【００７９】
　本実施形態では、エネルギー評価装置４は、エネルギー因子として空気調節器２の風量
を取得したが、代わりに空気調節器２の消費電力等を取得してもよい。
【００８０】
　なお、本実施形態では、品質管理因子として部屋の気温、エネルギー因子として暖房の
風量を想定した場合について説明したが、これに限らない。例えば、品質管理因子は、冷
却水の水温、生産設備の排熱温度、またはクリーンルームの粒子濃度等、調節可能な物理
量であればよい。また、例えば、エネルギー因子は、冷却水の流量、冷却水の水温、生産
設備の排気風量、または空気調節器の電力等、品質管理因子の調節およびエネルギーに結
びついた物理量であればよい。
【００８１】
　また、部屋に複数の空気調節器が備えられ、エネルギー評価装置が複数の空気調節器の
風量を群制御によって制御してもよい。この場合エネルギー評価装置は、各空気調節器に
ついて風量の測定値を取得し、各空気調節器の風量を制御する。ここで、空気調節器に限
らず一般の装置は、最大出力で動作させた方がエネルギー効率がよいことがある。例えば
、部屋に３つの空気調節器が設置されており、気温を目標値に維持するために１つの空気
調節器の最大出力の１８０％に相当する出力が合計で必要な場合、３つの空気調節器を６
０％ずつで動作させるよりは、１００％の出力の空気調節器と、８０％の出力の空気調節
器と、０％の出力の空気調節器とに分けて動作させた方がエネルギー効率がよいことがあ
る。エネルギー評価装置は、エネルギー評価装置は、複数の空気調節器のうちの１つの空
気調節器の風量を様々に変化させたときの、部屋の気温の変化を測定することができる。
そのため、エネルギー評価装置の風量目標値特定部は、各空気調節器において出力（風量
）レベル毎のエネルギー効率を特定することができる。ここで、エネルギー効率は、風量
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当たりのまたは消費エネルギー当たりの気温の変化度合いに相当する。よって、エネルギ
ー評価装置の風量制御部は、各空気調節器の出力がエネルギー効率がよい出力レベルに優
先的になるよう、各空気調節器の風量を台数制御することができる。
【００８２】
　また、同じ風量、同じ消費エネルギーであっても、空気調節器毎に、気温を調節する能
力が異なる場合がある。エネルギー評価装置は、複数の空気調節器のうちの１つの空気調
節器の風量を変化させたときの、部屋の気温の変化を測定することができる。そのため、
エネルギー評価装置の風量目標値特定部は、いずれの空気調節器を動作させれば、より少
ない風量、すなわちより少ないエネルギーで気温を調節することができるかを認識するこ
とができる。風量目標値特定部（調節装置特定部）は、よりエネルギー効率のよい空気調
節器を特定する、またはよりエネルギー効率のよい空気調節器の出力レベル（例えば、出
力レベル８０％が最も効率がよい等）を特定することができる。よって、エネルギー評価
装置の風量制御部は、よりエネルギー効率のよい空気調節器を優先的に動作させ、全体で
の消費エネルギーの無駄を削減することができる。
【００８３】
　［実施形態２］
　本実施の形態では、複数の溶接装置に冷却水を循環させ、各溶接装置の冷却水の排水時
の水温を品質管理因子として管理する場合について説明する。なお、説明の便宜上、実施
の形態１にて説明した図面と同じ機能を有する部材・構成については、同じ符号を付記し
、その詳細な説明を省略する。以下、本発明の実施形態について、図４～図５を参照して
詳細に説明する。
【００８４】
　＜溶接装置冷却システムの構成＞
　図４は、溶接装置冷却システム２０の概略構成を示す図である。溶接装置冷却システム
２０は、複数（３つ）の溶接装置２１と冷却装置（調節装置）２２とエネルギー評価装置
２３とを含む。
【００８５】
　溶接装置２１は、基板等のはんだ付けを行う溶接装置であり、装置の動作時には熱を発
生させる。そのため、発生した熱を排熱するために、冷却装置２２から各溶接装置２１に
冷却水の配管が配されている。図４における矢印は、冷却水の流れる方向を示す。各溶接
装置２１を冷却して温度が高くなって排出された冷却水は、冷却装置２２に回収される。
【００８６】
　冷却装置２２は、冷却部２４と冷却水圧送ポンプ２５とを備える。冷却部２４は、電力
駆動する冷媒圧縮ポンプを備え、回収されて温まった冷却水を一定の温度に冷却する。冷
却水圧送ポンプ２５は、冷却水に圧力を加えて流れさせ冷却水を各溶接装置２１に供給す
る。冷却装置２２は、冷却部２４と冷却水圧送ポンプ２５とにおいて、溶接装置２１を冷
却するためにエネルギー（電力）を消費する。
【００８７】
　本実施形態の例では、溶接装置２１の内部の温度が高くなりすぎないように、溶接装置
２１が排出した時点における冷却水の水温が３０℃以下になるようにするという品質管理
基準が設けられている。
【００８８】
　従来の溶接装置冷却システムでは、一定水温（例えば１５℃）の冷却水を一定の流量で
各溶接装置に供給していた。しかしながら、溶接装置は動作時により多くの熱を発生させ
、その動作状態によっても発生させる熱量は変化する。そのため、溶接装置が動作してい
るか否かに関わらず一定の水温の冷却水を一定の流量で供給する従来の構成では、冷却水
の水温または流量により多くの余裕（バッファ）を見込んでおく必要があった。そのため
、冷却装置が消費するエネルギーの無駄があった。
【００８９】
　そこで、本実施形態では、エネルギー評価装置２３が、各溶接装置２１について最適な
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冷却水の流量を特定し、各溶接装置２１に流れる冷却水の流量を調節する。
【００９０】
　溶接装置冷却システム２０では、溶接装置２１毎に、冷却水の配管に流量調節バルブ２
６と、流量温度センサ２７とが設置されている。
【００９１】
　流量調節バルブ２６は、エネルギー評価装置２３からの命令によって各溶接装置２１に
流入する冷却水の流量を調節する。
【００９２】
　流量温度センサ２７は、各溶接装置２１からの排水の流量と水温とを測定する。流量温
度センサ２７は、流量と水温の測定値をエネルギー評価装置２３に出力する。
【００９３】
　エネルギー評価装置２３は、各流量調節バルブ２６および各流量温度センサ２７に通信
可能に接続されている。
【００９４】
　図５は、エネルギー評価装置２３の機能的構成を示すブロック図である。エネルギー評
価装置２３は、水温取得部（物理量取得部）２８、流量取得部（エネルギー因子取得部）
２９、記憶部１１、性能特定部３０、水温目標値特定部（物理量目標値特定部）３１、流
量目標値特定部（エネルギー因子目標値特定部）３２、および、流量制御部（エネルギー
因子調節部）３３を備える。
【００９５】
　水温取得部２８は、流量温度センサ２７から、排水された冷却水の水温を取得する。流
量取得部２９は、流量温度センサ２７から、冷却水の流量を取得する。
【００９６】
　記憶部１１は、取得された水温測定値、および流量測定値を記憶する。また、記憶部１
１は、種々のデータを記憶する。
【００９７】
　性能特定部３０は、冷却水による冷却の即応性および追従性を特定する。具体的な処理
は後述する。特定した即応性および追従性は、記憶部１１に記憶させる。
【００９８】
　水温目標値特定部３１は、各溶接装置２１について安定状態において維持すべき水温の
目標値を特定し、水温の目標値を流量目標値特定部３２に出力する。
【００９９】
　流量目標値特定部３２は、各溶接装置２１の水温の目標値に対応する冷却水の流量を特
定し、各溶接装置２１の冷却水の流量の目標値として流量制御部３３に出力する。
【０１００】
　流量制御部３３は、流量調節バルブ２６を調節し、各溶接装置２１の冷却水の流量を制
御する。
【０１０１】
　＜エネルギー評価装置の処理＞
　以下に、エネルギー評価装置２３の各部の処理について、詳細に説明する。
【０１０２】
　水温取得部２８は、流量温度センサ２７から、排水された冷却水の水温を取得する。流
量取得部２９は、流量温度センサ２７から、冷却水の流量を取得する。
【０１０３】
　各溶接装置２１に流入する冷却水の流量を少なくすると、排水時の冷却水の温度は高く
なり、冷却水の流量を多くすると、排水時の冷却水の温度は低くなる。本実施形態では、
各溶接装置２１について、排水時の冷却水の水温が品質管理因子であり、各溶接装置２１
に流入する冷却水の流量がエネルギー因子である。そして、溶接装置２１が高レベルで動
作している状態（より多くの熱を発生させている状態）が外乱のある状態に対応する。エ
ネルギー評価装置２３は、実施形態１と同様に、溶接装置２１が待機状態（または低レベ
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ルで動作している状態）のときに、事前にエネルギー因子（流量）を様々に変えて、品質
管理因子（水温）の値を記録することにより、安定状態におけるエネルギー因子と品質管
理因子との関係を取得することができる。エネルギー評価装置２３は、あらかじめエネル
ギー因子の変化と品質管理因子の変化との関係を取得し、エネルギー因子と品質管理因子
との関係を例えばテーブルデータとして記憶部１１に記憶している。
【０１０４】
　性能特定部３０は、冷却水の流量の変化による即応性および追従性を特定する。具体的
には、性能特定部３０は、安定状態（各溶接装置２１が待機状態または低レベルで動作し
ている状態）において、ある溶接装置２１の冷却水の流量を最大に変更させてから品質管
理因子（排水水温）が変化し始めるまでの時間をあらかじめ測定し、即応性として記憶部
１１に記憶させる。また、性能特定部３０は、当該溶接装置２１の冷却水の流量を最大に
変更した場合に、品質管理因子（排水水温）が変動し始めてからの品質管理因子の時間変
化を測定し、追従性として記憶部１１に記憶させる。また、性能特定部３０は、溶接装置
２１が高レベルで動作した場合に、品質管理因子（排水水温）が最大でどの程度（どれぐ
らいの速度で）変化するのかをあらかじめ測定し、品質管理因子の最大変化度合いとして
記憶部１１に記憶させる。なお、複数の溶接装置２１の性能が互いに異なる場合、動作時
の最大の発熱量等も異なる。そのため、性能特定部３０は、複数の溶接装置２１毎に、即
応性、追従性、および品質管理因子の最大変化度合いを求めて、それらを記憶部１１に記
憶させる。なお、即応性、追従性、および品質管理因子の最大変化度合いについては、別
に用意した同様の環境であらかじめ測定し、エネルギー評価装置２３の記憶部１１に記憶
させていてもよい。
【０１０５】
　水温目標値特定部３１は、安定状態において維持すべき排水水温の目標値を特定する。
実施形態１と同様にして、水温目標値特定部３１は、記憶部１１に記憶されている即応性
、追従性、および品質管理因子の最大変化度合いに基づいて、各溶接装置２１の排水水温
の目標値を求める。複数の溶接装置２１毎に、即応性、追従性、および品質管理因子の最
大変化度合いが異なる場合、溶接装置２１毎に排水水温の目標値を求める。
【０１０６】
　流量目標値特定部３２は、水温目標値特定部３１が特定した排水水温の目標値に対応す
る冷却水の流量を特定する。流量目標値特定部３２は、あらかじめ測定された冷却水の流
量の変化と排水水温の変化との関係に基づき、各溶接装置２１について、排水水温を目標
値にする冷却水の流量を求め、冷却水の流量の目標値として特定する。冷却水の流量の目
標値も、溶接装置２１毎に異なりうる。
【０１０７】
　流量制御部３３は、各溶接装置２１に流入する冷却水の流量が、各溶接装置２１につい
ての冷却水の流量の目標値になるよう、流量調節バルブ２６を制御し、冷却水の流量を調
節する。これにより、エネルギー評価装置２３は、各溶接装置２１に供給する冷却水の流
量を最適に制御することができる。全体の冷却水の流量が少なくなれば、冷却装置２２の
冷却部２４が循環する冷却水の冷却を行うために消費するエネルギーも小さくなる。その
ため、エネルギー評価装置２３は、品質管理基準を常に満たせる状態で、冷却装置２２の
消費エネルギーを最適化することができる、すなわち、消費エネルギーにおける余裕分（
バッファ）を必要最小限に抑えることができる。
【０１０８】
　なお、水温取得部２８がいずれかの溶接装置２１の排水水温の急激な変化（排水水温が
目標値より高くなること）を測定した場合、流量制御部３３は、当該溶接装置２１の冷却
水の流量を最大にし、溶接装置２１の動作に起因する排水水温の上昇を抑制する。
【０１０９】
　［実施形態３］
　本実施の形態では、１つの品質管理因子に対してエネルギー因子が２つある場合につい
て説明する。なお、説明の便宜上、実施の形態２にて説明した図面と同じ機能を有する部
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材・構成については、同じ符号を付記し、その詳細な説明を省略する。以下、本発明の実
施形態について、図６～図７を参照して詳細に説明する。
【０１１０】
　＜溶接装置冷却システムの構成＞
　図６は、溶接装置冷却システム４０の概略構成を示す図である。溶接装置冷却システム
４０は、１つの溶接装置２１と冷却装置２２とエネルギー評価装置４２とを含む。
【０１１１】
　溶接装置２１の構成は、実施形態２と同様である。
【０１１２】
　冷却装置２２は、冷却部４１と冷却水圧送ポンプ２５とを備える。冷却部４１は、回収
されて温まった冷却水を、エネルギー評価装置４２によって指定された所定の温度に冷却
する。実施形態２とは異なり、冷却部４１は、エネルギー評価装置４２からの命令に従っ
て冷却水の水温を調節する。また、冷却部４１は、冷却して供給する冷却水の水温をエネ
ルギー評価装置４２に出力する。冷却水圧送ポンプ２５は、冷却水に圧力を加えて流れさ
せ冷却水を溶接装置２１に供給する。冷却装置２２は、冷却部４１と冷却水圧送ポンプ２
５とにおいて、溶接装置２１を冷却するためにエネルギーを消費する。
【０１１３】
　本実施形態の例では、溶接装置２１の内部の温度が高くなりすぎないように、溶接装置
２１が排出した時点における冷却水の水温が３０℃以下になるようにするという品質管理
基準が設けられている。
【０１１４】
　本実施形態では、エネルギー評価装置４２が、溶接装置２１について最適な冷却水の供
給時の水温と流量とを特定し、溶接装置２１に流れる冷却水の水温および流量を調節する
。
【０１１５】
　溶接装置冷却システム４０では、溶接装置２１毎に、冷却水の配管に流量調節バルブ２
６と、流量温度センサ２７とが設置されている。
【０１１６】
　流量調節バルブ２６は、エネルギー評価装置４２からの命令によって溶接装置２１に流
入する冷却水の流量を調節する。
【０１１７】
　流量温度センサ２７は、溶接装置２１からの排水の流量と水温とを測定する。流量温度
センサ２７は、流量と水温の測定値をエネルギー評価装置４２に出力する。
【０１１８】
　エネルギー評価装置２３は、冷却装置２２、流量調節バルブ２６および流量温度センサ
２７に通信可能に接続されている。
【０１１９】
　図７は、エネルギー評価装置４２の機能的構成を示すブロック図である。エネルギー評
価装置４２は、水温取得部２８、流量取得部２９、記憶部１１、冷却温度取得部（エネル
ギー因子取得部）４３、性能特定部４４、水温目標値特定部４５、流量冷却温度目標値特
定部（エネルギー因子目標値特定部）４６、流量制御部４７、および、冷却温度制御部（
エネルギー因子調節部）４８を備える。
【０１２０】
　水温取得部２８は、流量温度センサ２７から、排水された冷却水の水温を取得する。流
量取得部２９は、流量温度センサ２７から、冷却水の流量を取得する。冷却温度取得部４
３は、冷却装置２２の冷却部４１から冷却した冷却水の温度（冷却温度）を取得する。な
お、冷却温度取得部４３は、温度の実測値ではなく、冷却部４１の冷却温度の設定値を取
得してもよいし、冷却温度制御部４８等から冷却部４１に指示する冷却温度の設定値を取
得してもよい。
【０１２１】
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　記憶部１１は、取得された水温測定値、流量測定値、冷却温度を記憶する。また、記憶
部１１は、種々のデータを記憶する。
【０１２２】
　性能特定部４４は、冷却水による冷却の即応性および追従性を特定する。具体的な処理
は後述する。特定した即応性および追従性は、記憶部１１に記憶させる。
【０１２３】
　水温目標値特定部４５は、溶接装置２１について安定状態において維持すべき水温の目
標値を特定し、水温の目標値を流量冷却温度目標値特定部４６に出力する。
【０１２４】
　流量冷却温度目標値特定部４６は、溶接装置２１の水温の目標値に対応する冷却水の流
量および冷却温度を特定し、溶接装置２１の冷却水の流量の目標値および冷却温度の目標
値として、それぞれ流量制御部４７および冷却温度制御部４８に出力する。
【０１２５】
　流量制御部４７は、流量調節バルブ２６を調節し、溶接装置２１の冷却水の流量を制御
する。
【０１２６】
　冷却温度制御部４８は、冷却装置２２の冷却部４１に冷却温度の設定値を出力し、冷却
部４１の冷却温度を制御する。
【０１２７】
　＜エネルギー評価装置の処理＞
　以下に、エネルギー評価装置４２の各部の処理について、詳細に説明する。
【０１２８】
　水温取得部２８は、流量温度センサ２７から、排水された冷却水の水温を取得する。流
量取得部２９は、流量温度センサ２７から、冷却水の流量を取得する。冷却温度取得部４
３は、冷却装置２２の冷却部４１から冷却した冷却水の温度（冷却温度）を取得する。
【０１２９】
　溶接装置２１に流入する冷却水の流量を少なくすると、排水時の冷却水の温度は高くな
り、冷却水の流量を多くすると、排水時の冷却水の温度は低くなる。また、冷却部４１の
冷却温度を低くすると、排水時の冷却水の温度は低くなり、冷却部４１の冷却温度を高く
すると、排水時の冷却水の温度は高くなる。本実施形態では、溶接装置２１の排水時の冷
却水の水温が品質管理因子であり、溶接装置２１に流入する冷却水の流量および冷却部４
１の冷却温度がエネルギー因子である。エネルギー評価装置４０は、実施形態２と同様に
、溶接装置２１が待機状態（または低レベルで動作している状態）のときに、事前に２つ
のエネルギー因子（流量および冷却温度）をそれぞれ独立に変化させ、品質管理因子（排
水水温）の値を記録することにより、安定状態における２つのエネルギー因子と品質管理
因子との関係を取得することができる。エネルギー評価装置４０は、あらかじめ各エネル
ギー因子の変化と品質管理因子の変化との関係を取得し、各エネルギー因子と品質管理因
子との関係を例えばテーブルデータとして記憶部１１に記憶している。
【０１３０】
　性能特定部４４は、冷却水の流量の変化による即応性および追従性と、冷却部４１の冷
却温度の変化による即応性および追従性とを特定する。具体的には、実施形態２と同様に
、性能特定部４４は、安定状態（溶接装置２１が待機状態または低レベルで動作している
状態）において、溶接装置２１の冷却水の流量を最大かつ冷却部４１の出力を最大（冷却
温度を最低）に変更させてから品質管理因子（排水水温）が変化し始めるまでの時間をあ
らかじめ測定し、即応性として記憶部１１に記憶させる。また、性能特定部４４は、溶接
装置２１の冷却水の流量を最大かつ冷却部４１の出力を最大に変更した場合に、品質管理
因子（排水水温）が変動し始めてからの品質管理因子の時間変化を測定し、追従性として
記憶部１１に記憶させる。また、性能特定部４４は、溶接装置２１が高レベルで動作した
場合に、品質管理因子（排水水温）が最大でどの程度（どれぐらいの速度で）変化するの
かをあらかじめ測定し、品質管理因子の最大変化度合いとして記憶部１１に記憶させる。
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【０１３１】
　水温目標値特定部４５は、安定状態において維持すべき排水水温の目標値を特定する。
実施形態２と同様にして、水温目標値特定部４５は、記憶部１１に記憶されている即応性
、追従性、および品質管理因子の最大変化度合いに基づいて、排水水温の目標値を求める
。
【０１３２】
　流量冷却温度目標値特定部４６は、水温目標値特定部４５が特定した排水水温の目標値
に対応する冷却水の流量および冷却部４１の冷却温度を特定する。流量冷却温度目標値特
定部４６は、あらかじめ測定された冷却水の流量の変化と排水水温の変化との関係および
冷却温度の変化と排水水温の変化との関係に基づき、溶接装置２１について、排水水温を
目標値にする冷却水の流量と冷却温度の組み合わせを求める。ここで、独立に調節可能な
エネルギー因子が２つ（流量および冷却温度）あるので、排水水温を目標値にするような
冷却水の流量と冷却温度の組み合わせは、１つだけではなく、複数あることが考えられる
。そこで、流量冷却温度目標値特定部４６は、排水水温を目標値にするような冷却水の流
量と冷却温度の複数の組み合わせの中から、対応する消費エネルギー（冷却装置２２の消
費エネルギー）がより低くなる（最も低くなる）組み合わせを特定する。そして、流量冷
却温度目標値特定部４６は、特定した組み合わせの冷却水の流量を、冷却水の流量の目標
値として特定し、特定した組み合わせの冷却温度を、冷却温度の目標値として特定する。
【０１３３】
　なお、実施形態１と同様に、エネルギー評価装置４２は、冷却装置２２における流量お
よび冷却温度と、消費電力との関係を示すデータを記憶部１１にあらかじめ記憶している
。流量および冷却温度と消費電力との関係を示すデータは、例えばテーブルデータでもよ
いし、数式を示すデータであってもよい。流量冷却温度目標値特定部４６は、記憶部１１
に記憶されている流量および冷却温度と消費電力との関係を示すデータに基づき、排水水
温を目標値にするような冷却水の流量と冷却温度の複数の組み合わせの中から、対応する
消費エネルギーがより低くなる組み合わせを特定する。
【０１３４】
　流量制御部４７は、溶接装置２１に流入する冷却水の流量が、冷却水の流量の目標値に
なるよう、流量調節バルブ２６を制御し、冷却水の流量を調節する。
【０１３５】
　冷却温度制御部４８は、冷却装置２２の冷却部４１に冷却温度の設定値を出力し、冷却
部４１の冷却温度が、冷却温度の目標値になるよう制御する。
【０１３６】
　これにより、エネルギー評価装置４２は、供給する冷却水の流量および冷却温度を最適
に制御することができる。エネルギー評価装置４２は、安定状態において冷却水の流量を
絞ることと冷却温度を上げることとのバランスを考慮して、最もエネルギー効率がよい（
余裕分（バッファ）のために消費するエネルギーが最も小さい）冷却水の流量と冷却温度
の組み合わせを特定する。そのため、エネルギー評価装置４２は、品質管理基準を常に満
たせる状態で、冷却装置２２の消費エネルギーを最適化することができる、すなわち、消
費エネルギーにおける余裕分（バッファ）を必要最小限に抑えることができる。
【０１３７】
　最後に、エネルギー評価装置４、２３、４２の各ブロック、特に気温取得部６、風量取
得部７、風量限界値特定部８、過剰エネルギー特定部９、表示制御部１０、記憶部１１、
性能特定部１２、３０、４４、気温目標値特定部１３、風量目標値特定部１４、風量制御
部１５、水温取得部２８、流量取得部２９、性能特定部３０、水温目標値特定部３１、４
５、流量目標値特定部３２、流量制御部３３、４７、冷却温度取得部４３、流量冷却温度
目標値特定部４６、および、冷却温度制御部４８は、ハードウェアロジックによって構成
してもよいし、次のようにＣＰＵ（central processing unit）を用いてソフトウェアに
よって実現してもよい。
【０１３８】
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　すなわち、エネルギー評価装置４、２３、４２は、各機能を実現する制御プログラムの
命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムを格納したＲＯＭ（read only memory）、上記プ
ログラムを展開するＲＡＭ（random access memory）、上記プログラムおよび各種データ
を格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、本発明の目的は
、上述した機能を実現するソフトウェアであるエネルギー評価装置４、２３、４２の制御
プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプ
ログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記エネルギー評価装
置４、２３、４２に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ（microprocessor
 unit））が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっ
ても、達成可能である。
【０１３９】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ（compact di
sc read-only memory）／ＭＯ（magneto-optical）／ＭＤ（Mini Disc）／ＤＶＤ（digit
al versatile disk）／ＣＤ－Ｒ（CD Recordable）等の光ディスクを含むディスク系、Ｉ
Ｃカード（メモリカードを含む）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰ
ＲＯＭ（erasable programmable read-only memory）／ＥＥＰＲＯＭ（electrically era
sable and programmable read-only memory）／フラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ系な
どを用いることができる。
【０１４０】
　また、エネルギー評価装置４、２３、４２を通信ネットワークと接続可能に構成し、上
記プログラムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワーク
としては、特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネッ
ト、ＬＡＮ（local area network）、ＩＳＤＮ（integrated services digital network
）、ＶＡＮ（value-added network）、ＣＡＴＶ（community antenna television）通信
網、仮想専用網（virtual private network）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網
等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送媒体としては、特に限定さ
れず、例えば、ＩＥＥＥ（institute of electrical and electronic engineers）１３９
４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ（asynchronous digital
 subscriber loop）回線等の有線でも、ＩｒＤＡ（infrared data association）やリモ
コンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ（hi
gh data rate）、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である
。
【０１４１】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１４２】
　本発明は、消費エネルギーを評価するまたは最適化するエネルギー評価装置に利用する
ことができる。
【符号の説明】
【０１４３】
　１　　気温調節システム
　２　　空気調節器（調節装置）
　３　　気温測定装置
　４、２３、４２　　エネルギー評価装置
　５　　風量測定部
　６　　気温取得部（物理量取得部）
　７　　風量取得部（エネルギー因子取得部）
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　８　　風量限界値特定部（限界値特定部）
　９　　過剰エネルギー特定部（削減可能エネルギー特定部）
１０　　表示制御部（提示部）
１１　　記憶部
１２、３０、４４　　性能特定部（関係特定部）
１３　　気温目標値特定部（物理量目標値特定部）
１４　　風量目標値特定部（エネルギー因子目標値特定部、調節装置特定部）
１５　　風量制御部（エネルギー因子調節部）
１６　　表示装置
２０、４０　　溶接装置冷却システム
２１　　溶接装置
２２　　冷却装置（調節装置）
２４、４１　　冷却部
２５　　冷却水圧送ポンプ
２６　　流量調節バルブ
２７　　流量温度センサ
２８　　水温取得部（物理量取得部）
２９　　流量取得部（エネルギー因子取得部）
３１、４５　　水温目標値特定部（物理量目標値特定部）
３２　　流量目標値特定部（エネルギー因子目標値特定部）
３３、４７　　流量制御部（エネルギー因子調節部）
４３　　冷却温度取得部（エネルギー因子取得部）
４６　　流量冷却温度目標値特定部（エネルギー因子目標値特定部）
４８　　冷却温度制御部（エネルギー因子調節部）

【図１】 【図２】
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